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欠席者職氏名  

説明員職氏名 

【付議】 

１ 市長公室長 松永 仁 

２ 都市整備部長 中森福夫 

 

【報告】 

１ 総合行政部長 尾﨑誠一 

２ 総務部長 川幡浩之 

議 題 

【付議】 

１ 第６次志木市男女共同参画基本計画（素案）に係る意見公

募手続きの実施について（市長公室） 

２ 「都市公園等の管理に関する基本方針」及び「いろは親水

公園の魅力倍増に向けた基本計画」策定に係る意見公募手続

きの実施について（都市整備部） 

【報告】 

１ LINEを活用した電子申請の実証実験実施について 

 （総合行政部） 



２ 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率について（総務部） 

結 果 

【付議】 

１ 了承 

２ 了承 

 【報告】 

１ 了解 

２ 了解 

事務局職員職氏名 秘書政策課長 外立健一 

その他必要事項 特になし 

会 議 内 容 の 記 録 （ 経 過 、 結 果 等 ） 



開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

【付議】 

１ 第６次志木市男女共同参画基本計画（素案）に係る意見公募手続きの実施に

ついて（市長公室） 

 ○概要説明：市長公室長 

  男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画の推進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するため、第６次志木市男女共同参画基本計画（令和３年度

～令和７年度）を策定するものである。 

策定にあたって、本計画の政策形成過程における市民参加の機会を確保する

ため、志木市意見公募手続き条例に基づき、本計画の素案について意見公募を

以下のとおり実施するものである。 

【内容】 

１ 計画の概要 

   男女共同参画社会基本法及び志木市男女共同参画推進条例に基づく、男女

共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画 

２ 案件名 

第６次志木市男女共同参画基本計画（素案） 

３ 募集期間 

令和２年９月１日(火)～９月３０日（水） 

４ 閲覧場所及び市民意見シートの配布場所 

市ホームページ、人権推進室、柳瀬川駅前出張所、志木市役所出張所（仮

設）、いろは遊学館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬川図書館、いろは

遊学図書館 

 ○質疑応答等 

  特になし 

２ 「都市公園等の管理に関する基本方針」及び「いろは親水公園の魅力倍増に

向けた基本計画」策定に係る意見公募手続きの実施について（都市整備部） 

 ○概要説明：都市整備部長 

  市の公園については、これまで市直営による管理運営を行ってきたが、都市

の魅力を高め、多世代の市民が集える公園となるよう、民間活力（指定管理者

制度等）の活用を含めた「都市公園等の管理に関する基本方針」を策定すると

ともに、民間のノウハウを活用した公園管理の質の向上と、いろは親水公園の



魅力向上を図ることを目的とした「いろは親水公園の魅力倍増に向けた基本計

画」を策定するため、志木市意見公募手続き条例に基づき、意見公募を以下の

とおり実施するものである。 

【内容】 

 １ 計画の概要 

 （１）都市公園等の管理運営について、民間活力（指定管理者制度）を導入す

るための基本方針を定める 

（２）いろは親水公園に、これまで以上のにぎわいを創出することを目的とし

て、民間事業者の資金・ノウハウ等を活用した公園整備・管理運営を行う

ための基本計画 

 ２ 案件名 

（１）都市公園等の管理に関する基本方針 

（２）いろは親水公園の魅力倍増に向けた基本計画 

３ 募集期間 

   令和２年９月１日（火）から令和２年９月３０日（水）まで 

４ 閲覧場所及び市民意見シート配布場所 

市ホームページ、人権推進室、柳瀬川駅前出張所、志木市役所出張所（仮

設）、いろは遊学館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬川図書館、いろは

遊学図書館 

 ○質疑応答等 

  特になし 

 

【報告】 

１ ＬＩＮＥを活用した電子申請の実証実験実施について（総合行政部） 

 ○概要説明：総合行政部長 

  「市役所に行かなくていい」仕組みづくりとして、この度、ＬＩＮＥのトー

クを活用した電子申請の実証実験を実施するものである。今後、申請メニュー

を増やしていく。 

【内容】 

１ 実施期間 

   令和２年９月１日（火）～１２月２７日（日） 

２ 申請メニュー 

  ・広報しき「笑顔だいすき」（市政情報課） 



  ・パブリックコメント（秘書政策課） 

  ・粗大ゴミ受付（環境推進課） 

３ 費用 

   実証実験期間は無料 

 ○質疑応答等 

  副市長：実証実験期間中に効果を確認できるようなら、間をあけないで本格

実施することも検討すべきである。 

２ 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について（総務部） 

 ○概要説明：総務部長 

  令和２年９月定例会に報告する健全化判断比率及び資金不足比率は次のとお

りである。 

【内容】 

１ 令和元年度志木市健全化判断比率 

（１）実質赤字比率：－ 

（２）連結実質赤字比率：－                                  

（３）実質公債費比率：０．８％ 

（４）将来負担比率：－ 

実質赤字額、連結実質赤字額は生じていない。また、将来負担比率も算

定されないため「－」表示としている。 

２ 資金不足比率 

（１）水道事業会計：－ 

（２）下水道事業会計：－ 

   ２会計とも資金不足が生じていないため「－」表示としている。 

〇質疑応答 

 特になし 

【その他】 

・特別定額給付金申請・給付状況について（子ども・健康部長） 

８月１７日現在の状況は、次のとおりである。 

・申請率９８．３％（３４，７７１世帯） 

・給付率（総世帯）９７．９％（３４，６２９世帯） 

・給付率（総人口）９８．８％（７５，６５５人） 

 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


